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告 示

�愛媛県告示第１３６３号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１６条第５項の規定に基づき、

くろまぐろ（小型魚）に関する令和４管理年度における知事管理漁

獲可能量（令和４年１０月愛媛県告示第１０３７号）を次のとおり変更し

た。

令和４年１２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広
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�愛媛県告示第１３６４号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１６条第５項の規定に基づき、

くろまぐろ（大型魚）に関する令和４管理年度における知事管理漁

獲可能量（令和４年５月愛媛県告示第５２３号）を次のとおり変更し

た。

令和４年１２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広
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�愛媛県告示第１３６５号
愛媛県資源管理方針（令和４年１２月愛媛県告示第１３４４号）別紙１

の３に規定する愛媛県くろまぐろ（小型魚）漁業（１０月から１２月ま

で）におけるくろまぐろ（小型魚）の漁獲量の総量が当該知事管理

区分に係る知事管理漁獲可能量を超えず、かつ、超えるおそれが著

しく大きいと認められなくなり、漁業法（昭和２４年法律第２６７号）

第３３条第２項第１号に掲げる場合に該当しなくなったため、愛媛県

特定水産資源の採捕の停止に関する規則（令和２年愛媛県規則第６０

号）第２条第２項の規定に基づき告示する。

令和４年１２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広
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知事管理区分
知事管理漁獲可能量

変更前 変更後

愛媛県くろまぐろ（大型魚）漁業 ６．０トン ２．０トン

知事管理区分 知事管理漁獲可能量
変更前 変更後

愛媛県くろまぐろ（小型魚）
漁業 ４月から６月まで ０．９トン ０．９トン

７月から９月まで ４．５トン ４．５トン

１０月から１２月まで １．０トン ５．０トン

１月から３月まで ３．９トン ３．９トン

総計 １０．３トン １４．３トン

毎週（火・金）曜日発行 第３７１号外１ 令和４年１２月２８日

令和４年１２月２８日水曜日 第３７１号外１

令和４年１２月２８日 発行


